
公益財団法人東京都スポーツ協会

地域スポーツ課

令和７年度登録申請について

総合型地域スポーツクラブ登録・認証制度
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１ 「登録」と「認証」について
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【登録】

総合型地域スポーツクラブ全国協議会が定める登録

基準を具備していると認められる総合型クラブを、

登録クラブとして認定すること

【認証】（登録クラブに対する）

総合型地域スポーツクラブ全国協議会が定めるタイ

プ別の認証基準を具備していると認められる登録ク

ラブを認証すること



２ 東京都スポーツ協会の役割

○総合型地域スポーツクラブの登録・認証制度は、

令和４年４月から運用

○総合型地域スポーツクラブ東京都協議会事務局

を東京都スポーツ協会内に設置して、登録手続

における申請受付、審査等を実施
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３ 登録・認証制度に係る団体の関係

区市町村
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４ 総合型地域スポーツクラブ東京都協議会①
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○東京都におけるスポーツ推進の基本理念の実現に向けて、

総合型地域スポーツクラブの持続可能な運営体制の構築

を図り、社会的な仕組みとして地域社会に定着すること

を目的として設置

【役員構成】

・幹事長 １名 （(公財)東京都スポーツ協会専務理事）

・副幹事長２名以内（育成委員会委員長、常任幹事から互選）

・常任幹事８名以内（代表委員、育成委員会委員、学識経験者）

・代表委員14名以内（地域区分ごとに総合型クラブから代表及び

副代表の２名選出）



４ 総合型地域スポーツクラブ東京都協議会②
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【地域区分】



５ 登録・認証制度のメリット

○登録クラブに対する知名度、信頼性の向上

・登録団体としてガバナンス等を確保した団体であることをＰＲできる

・クラブの持続可能性を高め、安全で充実した地域のスポーツ環境創出

○行政、他団体との連携により、クラブの運営体制強化の可能性

・地方自治体等と連携した取組やクラブの質的充実の支援の可能性

○登録クラブ間の横のつながりの深化

・東京都協議会をはじめとする、登録クラブ間の交流の場の形成によって

情報交換等を通じたクラブの活動の新たな展開の可能性
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６ 令和７年度登録審査方法

○書類審査：実質審査

○実地審査：申請書類の不明な点等を確認
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○申請書類について
【申請書類②-1 基礎情報書類】

・該当する属性の会員数が０の場合は「０」を入力

【申請書類④ 役員名簿】

・議決権を有する関係者全員の情報を提出、居住地(区市町村名まで)を提出

【申請書類⑤ 事業計画・予算】

・事業計画書と予算書の両方を提出

【申請書類⑥ 事業報告・決算】

・事業報告書と決算書の両方を提出

【申請書類⑨ 自己説明・公表確認書】

・「自己説明・公表確認書」の写しを提出
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７ 登録申請時にご留意いただきたい点



【申請書類⑩ その他都道府県協議会が定める提出物】

・所在する区市町村を通じ、クラブ設立の「届出」を提出

→新設クラブは、登録・認証制度の申請に当たって、その写しを添付

既存クラブは、サポートネットの「都内地域スポーツクラブ一覧」に

掲載されているクラブの場合、提出は不要

○「総合型地域スポーツクラブ登録・認証制度登録システム」より

申請をお願いいたします。

○全ての書類を提出したか、入力漏れがないか確認をお願いいたします。
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７ 登録申請時にご留意いただきたい点



８ スケジュール①

各クラブ

①申請書類の提出
（１１月３０日（土）まで）

申請書類について疑義があった場合
確認・質問をさせていただくことが
あります。

総合型地域スポーツクラブ東京都協議会
（以下「都協議会」という。）

登録審査委員会
②提出された申請書類について審査

東
京
都
ス
ポ
ー
ツ
協
会

11



８ スケジュール②

登録審査
委員会

都協議会

総合型地域スポーツクラブ全国協議会（日本スポーツ協会）
（以下「全国協議会」という。）

OK

③登録認定リスト提出
（２月２８日（金）まで）

都協議会

④登録完了通知
（３月３１日（月）まで）
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８ スケジュール③

都協議会

各クラブ

⑤登録の連絡
登録料のご請求
（４月頃） ⑥登録料納入

（５月上旬まで）
※１クラブあたり年額5,000円⑦通知

（認定証発行）
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８ スケジュール④

都協議会

⑧登録料納入
（５月３１日（土）まで）
※１クラブあたり年額5,000円

全国協議会

※登録有効期間：令和７年４月１日から
令和８年３月３１日まで
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９ 参考情報①
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【スポーツ振興くじ助成における助成要件】

〇本登録制度は日本スポーツ振興センターのスポーツ振興くじ助成

「総合型地域スポーツクラブ活動助成」における助成対象要件と

なっています。

〇令和７年度スポーツ振興くじ助成を申請するクラブにおいては、

令和７年度登録が必要となります。

※スポーツ振興くじに関する御不明な点は、日本スポーツ振興センター

（電話 03-5410-9188 ）へお問い合わせください。



【HPの御紹介】

○登録・認証制度の概要

（日本スポーツ協会）

https://www.japan-sports.or.jp/local/tabid1337.html

○スポーツガバナンスウェブサイト

（日本スポーツ振興センター）

https://www.jpnsport.go.jp/corp/gyoumu/tabid/966/Default.aspx

９ 参考情報②
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10 登録・認証制度 問い合わせ先

担 当：総合型地域スポーツクラブ東京都協議会

事務局 高井・山﨑

メ ー ル：s-takai@tokyo-sports.or.jp

r-yamazaki@tokyo-sports.or.jp

電話番号：０３－６８０４－１４７２
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※令和７年度登録の申請期限は１１月３０日（土）まで
参考：https://www.tokyo-sports.or.jp/sportsclub.html

（東京都スポーツ協会HP）



☆東京都スポーツ協会HP（抜粋）
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☆登録システム メンテナンスについて
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9月～3月の期間、第1月曜日（休日の場合は翌営業日）

の10:00～11:00に登録システムのメンテナンス作業が

実施されるため、その間システムの利用ができなくなり

ます。

【10月・11月のメンテナンス実施予定】

・10月 7日（月） 10:00～11:00

・11月 5日（火） 10:00～11:00


